
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
長手方向軸線と、横軸線と、垂直軸線とを有する軽航空機の推進装置であって、
長手方向軸線と第１および第２端部を有するパイロンにして、その第１端部が機体に回転
可能に取り付けられ、第２端部が機体の外側へ延び、第１端部の回りに機体の長手方向軸
線に垂直な平面内で上方および下方に引き込み可能なパイロンと、
前記パイロンの第２端部に回転可能に取り付けられ、該パイロンの長手方向軸線に垂直な
平面内で少なくとも正負 90゜回転可能である推力発生組立体と、
動力を推力発生組立体に供給するために該推力発生組立体に連結された動力装置組立体で
あって、機体内に搭載され、巡航状態に対して充分な動力を有し、推力発生組立体に連結
された出力駆動軸を有する燃料効率の良い動力装置組立体と、前記推力発生組立体に直接
取り付けられ、ドッキング状態に対し充分な動力を有する軽重量高動力の動力装置組立体
と、燃料効率の良い前記動力装置組立体と前記推力発生組立体との連結を解除させる第１
クラッチ手段と、軽重量高動力の前記動力装置と推力発生組立体との連結を解除させる第
２クラッチ手段とを備えた動力装置組立体と、
前記推力発生組立体をパイロンの前記第２端部回りに回転させる手段と、
パイロンを前記第１端部の回りに回転させる手段と、
を有する推進装置。
【請求項２】
請求の範囲第１項に記載の推進装置において、前記推力組立体がファン、ダクトファン、
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プロペラ、ダクトプロペラより成る群から選択されている推進装置。
【請求項３】
請求の範囲第２項に記載の推力装置において、推進発生組立体を回転軸回りに回転させる
前記手段が、パイロンに取り付けられている推進装置。
【請求項４】
請求の範囲第３項に記載の推進装置において、前記パイロンが、前記第１端部回りに、機
体の横方向軸線に平行な平面から上方および下方に回転可能な推進装置。
【請求項５】
請求の範囲第４項に記載の推進装置において、機体底部に貨物室が搭載されており、前記
推進装置が該貨物室に回転可能に取り付けられたパイロンと、該貨物室内に搭載された燃
料効率の良い前記動力装置とを有する推進装置。
【請求項６】
請求の範囲第５項に記載の推進装置において、推進装置が、出力軸を有する燃料効率の良
い前記動力装置組立体と、該出力軸に連結され第２の出力軸を有するトランスミッション
組立体とを有しており、該トランスミッション組立体はパイロンと同心な回転軸線を有し
て貨物室に回転可能に搭載されており、パイロンの前記第１端部がトランスミッション組
立体に取り付けられており、トランスミッションの第２出力軸がパイロン内を通り、推力
発生組立体に連結されている推進装置。
【請求項７】
請求の範囲第６項に記載の推進装置において、回転軸の回りに組立体を回転させる前記手
段が、前記推力組立体に取り付けられたリング歯車と、パイロンに搭載されたモータとを
有し、該パイロンには前記リング歯車と噛み合うピニオン歯車が取り付けられており、モ
ータによるピニオン歯車の回転が推力組立体を回転させるようになっている推進装置。
【請求項８】
請求の範囲第７項に記載の推進装置において、パイロンを回転させる前記手段が、機体に
取り付けられたジャッキスクリューであり、該ジャッキスクリューの出力軸がパイロンに
連結され、該出力軸の伸長、短縮がパイロンを前記第１端部回りに下方および上方に回転
させるようになっている推進装置。
【請求項９】
請求の範囲第１項から第４項までおよび第６項から第８項までのいずれか１項に記載の推
進装置において、前記推力発生組立体が推力を反転させ得る推進装置。
【請求項１０】
請求の範囲第９項に記載の推進装置において、前記推力組立体が正負 180゜回転可能であ
る推進装置。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
発明の分野
本発明は軽航空機の推進装置、特に、操縦制御および推力方向制御を行い得る推進装置に
関する。
関連技術の説明
一般に非剛固（硬式）機には３種類ある ;1個のガス充填袋を有するもの；直列に連接され
た数個のガス袋を有するもの；および勿論、非剛固な包袋の中に多数個のガス袋を有する
もの、である。かかる非剛固な機体の特殊な問題は、ガス袋に剛固な構造が存在しないた
め、推力組立体の配置場所がゴンドラに限定されることである。ゴンドラは機体の底から
懸吊されるから、推進装置から生じる操縦力は機体の圧力中心を通って作用することが出
来ず、有効性が減少する。このことは、機体の形状を決める内部構造を有し、複数個のガ
ス袋を流体力学的カバーで覆った剛固な飛行船に関しても一般に真実である。推進装置は
剛固な構造の殆ど何処にでも搭載出来るが、アクセスの容易等のため、機体の底、または
底付近に搭載されることが多い。要求されるのは、機体に加わる追加重量を最小に押さえ
て、これら制御上の問題が処理された推進装置である。
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剛固および非剛固の軽航空機の他の主要な問題は、ドッキングの際、特に相当な横風があ
るとき、滞留位置を維持し、および／または、操縦する能力に限界があることである。こ
れは、第１には、機体に“ウェザーベイニング（機首を風上に向ける運動）”を起こさせ
、風と共に“波打たせる”原因となる大きな横断面積によるものである。突風の場合、ま
たは、上下方向の風が顕著な場合、制御は特に困難になる。実際、ドッキングは軽航空機
の飛行の中で最も困難なものとされて来た。
過去において、反転可能なプロペラが、ブレーキをかけたり、方向制御のため差動推力を
生じさせるために使用されたが。効果が小さかったことが判っている。ダクト付きのファ
ンまたはプロペラの状態の側置スラスター（推進体）は、より効果的であるが、単にドッ
キングと離陸のために設けるのであれば、機体は明らかに重量の点で顕著な不利益を受け
る。これらの例は、 S.O.Spurrierの米国特許第 1,876,153号の“航空機による輸送装置”
、および、 V.H.Pavleckaの米国特許第 4,402,475号の“飛行船制御用スラスター”に見ら
れる。離陸時の追加揚力を得るために、垂直揚力プロペラが使用されたこともあるが、同
じく重量の点で不利益をうけた。これらの例は、 A.Ressの米国特許第 1,677,688号の“航
空機”および W.R.Smithの米国特許第 5,026,003号の“軽航空機”に見られる。
他のアプローチは、機体の長手方向軸と一致する位置から垂直位置へと回転し得るダクト
プロペラやダクト無しプロペラの使用であった。このシステムでは、上方および下方の推
力は得られるが側方の推力を得ることができない。他の欠点は、ダクトファンを貨物室ま
たはゴンドラに搭載した場合、上方への推力を作用させているとき、極端に長いパイロン
に搭載しない限り、ファンからの排気がガス袋に衝突することである。さらに、機体が非
常に大きい場合は、充分な巡行速度を得るためには、ダクトファンおよび動力装置もまた
大きくなる。動力装置がダクトファンと一体になっている場合には、ダクトファンと動力
装置との組立体を支持し回転させるための機構が相当大きくなるから、構造上の重量問題
が生じる。回転可能なスラスターの例は J.Macinanteの英国特許第 26,897号の“空中また
は水上乗り物の推進装置の改良 ",S.Omiyaの英国特許第 2,250,007A号の“アクロバット飛
行可能な飛行船”、 F.Harlowの米国特許第 1,019,635号の“調整可能なプロペラ”、 C.S.H
allの米国特許第 1,868,976号の“航空機推進機構”、 A.H.Lawrenceの米国特許第 1,879,34
5号の“操縦可能な空気帆走機”、および ,M.Hutchinsonの米国特許第 4,891,029号の“軽
航空機玩具の遠隔制御”等に見られる。
係属中の J.B.Kalisz等の米国出願番号第 08/108280号の“軽航空機の推進装置”には、よ
り用途の広い装置が用意されている。本発明は長手方向軸線と第１および第２の端部を備
えたパイロンを有し、パイロンの第１端部が機体に回転可能に結合され、第２端部が機体
の外側に延びている。パイロンは、第１端部回りに、機体の長手方向軸線に直角な平面内
で回転可能である。推力発生組立体は、パイロンの第２端部に取り付けられ、パイロンの
長手方向軸線に垂直な平面内で回転軸線回りに回転可能である。動力装置組立体は推力発
生組立体に結合され、動力を与える。 Kaliszの発明においては、パイロンは下方に 45゜回
転され、推力組立体は下方に 90゜回転され得る。これにより、推力組立体からの排気がガ
ス袋に当たることはない。さらに、機体のドッキング時に、推力組立体が“逸れる”よう
に、パイロンが回転され得る。これら両発明において、動力装置は好ましくは機体（ゴン
ドラ）に搭載され、軸、 Kalisz発明においてはパイロンを通る軸を介して推力装置に結合
されている。また、動力装置は推進装置と直接一緒に搭載されてもよい。 R.E.Townsendの
米国特許第 3,614,034号の“垂直／短距離離着陸機”と、 O.E.Pabst等の米国特許第 3,451,
648号の“垂直離着陸のための可動エンジンを有する飛行機”とは、飛行機の引き込み可
能な揚力ファンの装置を開示しており、そこでは、専用の揚力エンジンが内部引き込み位
置から作動位置へと支持構造上で回転可能になっている。
問題は、巡航時には燃料効率がよく、ドッキング時には必要な大きい動力が得られるとい
う互いに相違する動力要求を満足させる動力装置を提供しなければならないことである。
上記２つの特許出願において提起された解決方法は、燃料効率の良いディーゼルエンジン
を有する推進装置を多数ゴンドラ内に搭載して使用することである。しかし、大きいディ
ーゼルエンジンをパイロンの端部に搭載することは、重量の点で相当不利になる。非常に
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高い推力重量比をもつターボシャフトエンジンを直接推力組立体に搭載することは、ドッ
キング操作に必要な推力を提供するが、巡航効率は低くなる。
かくて、本発明の第１の目的は、軽航空機の推進装置を提供することである。
本発明の別の主な目的は、増大された操縦能力を備えた軽航空機の推進装置を提供するこ
とである。
本発明の他の主な目的は、巡航時に燃料効率がよく、ドッキング時に必要な大きい推力を
与え得る推進装置を提供することである。
本発明のさらに別の目的は、ダクト付きの、または、ダスト無しの、ファンまたはプロペ
ラのような推力発生組立体を、そこからの排気が機体のガス袋に衝突しないように、位置
を変更出来る軽航空機の推進装置を提供することである。
本発明のさらに他の目的は、ダクト付きの、または、ダクト無しの、ファンまたはプロペ
ラのような推力発生組立体を、ドッキングの際、地上操作装置と干渉しないように位置さ
せ得る軽航空機の推進装置を提供することである。
発明の概略
本発明は、長手方向軸線、水平軸線、および垂直軸線を有する剛固または非剛固の軽航空
機の推進装置に関する。非剛固航空機においては、貨物室と飛行制御ステーションとはガ
ス袋から懸吊され、従って、ゴンドラと称される。剛固な飛行機では、これらの構造は一
体に組立られることが可能であり、懸吊される必要はない。説明目的のために、貨物室と
飛行ステーションを“貨物構造”と称することにする。
詳しくは、機体の垂直軸線の両側に同数ずつ配置された複数個の推進装置がある。各推進
装置は、ファン、ダクトファン、プロペラ、または、ダクトプロペラのような推力発生組
立体を含んでいる。しかし、ダクトファンまたはダクトプロペラが、羽根破損の場合の安
全上の見地から好適とされ、ダクト壁が、ガス袋が羽根により破り開かれることを阻止す
る。さらに、両者のうち、低い巡航速度における効率が高いことから、ダクトプロペラが
より好適である。
推力発生組立体は、巡航時、機体から水平方向外方に、長手方向軸線に垂直に延びるパイ
ロンの端部に搭載されることが好ましい。機体が非剛固タイプである場合には、パイロン
はゴンドラに取り付けられる。剛固設計の場合には、パイロンを主支持構造に取り付ける
ことも可能であろう、しかし、剛固設計の場合においてもメンテナンス、修理、交換のた
めのアクセスを容易にするため、推力発生組立体を貨物室に搭載することが好ましい。機
体が極端に大きい場合には特に好ましい。
推力組立体はパイロンの自由端に、パイロンの長手方向軸線に直角な平面内にある回転軸
の回りに回転可能に取り付けられている。好ましくは、推力組立体は、推力が前方に向い
た位置から、推力が後方に向いた位置へと正または負（逆）の方向に 180゜回転可能にな
っている。かくて、推力を垂直上方にも、垂直下方にも、後方にも向けることができる。
注意すべきは、推力反転プロペラまたはファンが使用されたときは、回転は正逆 90゜です
むことがわかる。推力組立体の回転は、パイロン端部に搭載された第１作動組立体により
実行される。適切な第１作動組立体は推力組立体に取り付けられたリング歯車を有し、こ
の歯者はパイロンに搭載された液圧（油圧）モータまたは電気モータの出力軸に取り付け
られたピニオン歯車と噛み合っている。かかる歯車組立体を使用することにより、推力組
立体を選択された位置に“固定（ locking）”することができる。しかし、他の機構を使
用してもよい。また、機体の操縦をさらに助けるためのものとして、広く変化する“推力
方向決め”の組み合わせを得るために、各推力発生装置の推力軸線が独立に位置を決めら
れ得るようになっていることに気がつくことが重要である。
パイロンは、推力組立体が第２作動装置により水平から上方、下方に位置され得るように
、機体に対して回転可能に取り付けられている。典型的には、これは、機体に搭載され、
端部をパイロンに取り付けられたジァッキスクリュー組立体によりなされる。上向きに位
置させることは、機体ドッキング時に地上支援機材から逸れるために望ましい。下方に位
置させることは、側方、下向き推力を得るために推力組立体を 90゜回転させる場合に望ま
しい。下向き推力を得るために推力組立体を調整することは、パイロンを下方位置に位置
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させることと組み合わせて、排気をガス袋に衝突しないような角度の方向に向けることを
可能にする。このことは、推進装置がガス袋下方の貨物室に搭載され、充分下方に位置さ
れている場合に特に有利である。
好ましくは、推力組立体への動力は、機体に搭載された燃料効率のよい動力装置組立体と
、推力発生組立体に直接取り付けられた高推力で低重量の動力装置組立体とを含む動力装
置組立体により供給される。非剛固飛行船の場合には、燃料効率のよい動力装置組立体は
ゴンドラ構造に搭載される。燃料効率のよい動力装置組立体は、駆動軸とユニバーサル継
手とトランスミッション組立体とを介して推力発生組立体に連結され、パイロンと推力組
立体の回転が可能になっている。さらに、燃料効率のよい動力装置組立体と推力発生組立
体とを非連結にすることができるように、駆動系列の中にクラッチが組み入れられている
。高推力低重量動力装置は好ましくは、推力発生装置に直接連結され、クラッチにより連
結解除可能にされたターボシャフトエンジンである。好適な燃料効率のよい動力装置組立
体は、比較的低い動力対重量比のディーゼルエンジンを含んでいるから、それらを機体に
搭載し、一方、高推力低重量の動力装置組立体（ターボシャフトエンジン）を推力発生組
立体に直接結合することは、重量軽減の見地から意味がある。ディーゼルエンジンを推力
発生組立体に直接取り付けることに伴う重量に関する不利益は顕著であり、推進装置の全
体設計が簡単になる。このことは、 40,000軸馬力のターボシャフトエンジンが 3000馬力の
ディーゼルエンジンよりも軽いことを考えれば容易に理解されよう。
第２の実施例では、推力組立体が、固定位置パイロンの自由端または他の剛固な構造に、
回転軸線回りに、垂直軸線に対し鋭角をなした平面内で回転可能に搭載されている。推力
組立体はその平面内で正負 180゜回転可能であることが好ましい。かくて、上向き（浮揚
）推力を離陸に利用し、下向き推力をドッキングに使用し、反転および側方推力を両操縦
に利用することが出来る。推力組立体が回転する前述の平面が垂直軸線となす鋭角は、下
向きの推力が必要な場合、そこからの排気がガス袋から外れるのに充分でなければならな
い、しかし、この角度は、上方または下方へむいた推力に対する側方力の相対比率の大き
いことが、機体制御のために必要であるとされた場合には、ガス袋を逸れるために必要な
角度量を越えて増加され得る。勿論、プロペラまたはファンが反転可能な場合には、回転
を鋭角面内で正負 90゜に限定することができる。かくて、推力組立体は、回転面内で正負
少なくとも 90゜回転可能であるべきである。
第１実施例のように、燃料効率の良い動力装置組立体を貨物構造に搭載し、固定位置のパ
イロン内に搭載された駆動軸を介して推力発生組立体に動力を供給することが好ましい。
変速装置が所望の向きに角度を変化させるために動力装置の出力軸に結合されたパイロン
の端部に搭載されている。先の実施例においては、高推力低重量の動力装置組立体が推力
発生組立体に直接取り付けられている。推力発生組立体の回転は、第１実施例に類似して
パイロンの端部に取り付けられた作動組立体により行われる。ここでもまた、機体操縦の
助けとして推力方向付け組み合わせを広範に変化させるために、推力発生組立体の推力軸
線が個別に位置決めすることができることに気がつくことが重要である。
運転時、離陸のためには、高推力低重量のターボシャフトエンジンが“クラッチイン（ cl
utch　 in）されオンライン（ on－ line）”にされ、ディーゼルエンジンが“オフライン（
off－ line）”にされる。巡航状態が想定され得る場合には、ターボシャフトエンジンが
クラッチ解放されオフラインにされ、同時にディーゼルエンジンがオンラインにされる。
ドッキングの際は逆になる。しかし、追加の動力が必要な場合には、ディーゼルエンジン
とターボシャフトエンジンの両者を同時に使用することも可能である。
構成および運転方法の両方に関し、本発明の特性と信じられる新規な特徴が、本発明の目
的、利点と共に、本発明の好適実施例を例示している添付の図面を参照した以下の説明か
らより良く理解されよう。しかし、図面は例示と説明だけのためのものであり、発明の限
界を規定しようとするものでないことを明確に理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
第１図は、主題の推進装置を組み込んだ軽航空機の斜視図である。
第２図は、第１図の機体の部分破断正面図である。
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第３図は、主題の推進装置に使用され得る種々のタイプのいくつかを示す推力組立体の拡
大図である。
第 4A図は、推力組立体が巡航位置にある推進装置を特に示す、第２図拡大部分図である。
第 4B図は、推力組立体がドッキング（操縦）位置にある推進装置を示す、第 4A図に類似の
図である。
第 4C図は、推力組立体がドッキング（操縦）位置にあり、下方に回転されている推進装置
を示す、第 4A図に類似の図である。
第 4D図は、推力組立体がドッキング（操縦）を完了した位置にある推進装置を示す、第 4A
図に類似の図である。
第５図は、第４図の線５－５に沿ってみた推進装置の上面図である。
第６図は、第５図の線６－６に沿ってみた第５図の推進装置の動力装置の側面図である。
第７図は第５図の線７－７に沿った部分断面図である。
第８図は、パイロンが動かず、推力組立体が、機体の垂直軸線に対し鋭角をなす平面内で
回転可能になっている推進装置の他の実施例を示す第２図に類似の図である。
第９図は、推進装置の詳細を示すために部分的に取り出された第８図の一部分の拡大図で
ある。
好適実施例の説明
第１図および第２図には、主題の推進装置を備えた軽航空機が示されている。符号 10を付
された飛行体は、長手方向軸線 12、垂直軸線 14および水平軸線 16を有する非剛固設計であ
り、底部にゴンドラ形態の貨物構造 20を取り付けたヘリウムガス袋 18を有している。推進
装置は剛固な機体設計にも使用され得ることに注意すべきである。さらに、ゴンドラ形式
の貨物室（懸吊貨物室）は非剛固な機体には必要であるが、剛固設計の機体には必要では
ない。従って、ゴンドラ形式の貨物室は例示の目的だけのためであり、以下には一般に貨
物構造と称することにする。飛行体 10は、貨物室 20に従って片側に３個（左側のものだけ
が第１図に示されている）ずつ搭載されたダクトプロペラ 26の形態の推力発生組立体を備
えた６個の独立した推進装置 24を有している。しかし、第３図に示すように、ダクトファ
ン 27またはダクト無しのプロペラやファンの組立体 28、 29などで代替することも可能であ
り、従って、ダクトプロペラの使用や、そのための推力組立体の数は例示の目的のためだ
けのものである。さらに、プロペラまたはファンは反転可能なことが好ましい。
第１図および第２図、さらに第 4A図，第 4B図，および第 4C図、並びに第５図、第６図、お
よび第７図を参照すると、各推進装置 24は、貨物室 20の床 33に搭載されたディーゼルエン
ジン 32Aおよび 32Bのような一対の燃料効率の良いエンジンを有していることがわかる。２
個のディーゼルエンジンが示されているが、機体によっては、１個のエンジンでも充分で
あることが理解されるべきである。さらに、他の形式の燃料効率の良いエンジンを使用す
ることもできる。エンジン 32Aおよび 32Bは共通中心線 36上で、床 33に回転可能に搭載され
たトランスミッション組立体 38に連結する駆動軸 34Aおよび 34Bを有している。両エンジン
32Aおよび 32Bはそれぞれクラッチ 39Aおよび 39Bを有し、片方または両方をダクトプロペラ
26から連結解除できるようになっている。パイロン 40は、その第１端部 42においてトラン
スミッション組立体 38に連結され、またその第２端部 44においてダクトプロペラ 26に連結
されている。パイロン 40は中空であり、ダクトプロペラを駆動するためトランスミッショ
ン組立体 38とダクトプロペラ 26とを連結する駆動軸 46を内蔵している。スウェイブレース
（振れ止め支柱） 52が第１端部 54において駆動軸 34Aおよび 34Bの中心線 36上において貨物
室 30に枢動可能に取り付けられており、第２端部 56において、パイロンに加わる推力負荷
に反作用するためにパイロン 40に取り付けられている。ジァッキスクリュー 60の形態の作
動組立体が貨物室 20に取り付けられ、スクリューの一端部 62はパイロンを中心軸線 36回り
に回転させるようにパイロン 40に取り付けられている。
ダクトプロペラ 26は、中心体 66に回転可能に取り付けられた独立のプロペラ羽根 64を有し
ている。中心体はまたダクト 68を支柱 70により支持している。パイロン 40の第２端部 44は
ダクト 68を貫通して延び（ダクトはパイロン回りに回転可能である）、推力軸受（図示せ
ず）を介して中心体 66に連結され、中心体を支持している。駆動軸 46が、プロペラ羽根 64
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を駆動する変速装置 67に連結されている。ダクトプロペラ 26には、駆動軸 72を介して変速
装置 67に連結されたターボシャフトエンジン 71の形態の高出力軽重量動力装置組立体が取
り付けられている。非運転時に、ターボシャフトエンジンとプロペラとの間の連結を断つ
ためにクラッチ 73が組み込まれている。
ダクトプロペラ 26の回転はパイロンに装架された駆動組立体 74により実行され、この駆動
組立体は、ダクト 68に取り付けられたリング歯車 80と噛み合うピニオン歯車 78を備えたモ
ータ 76を有している。かくて、ダクトプロペラ 26のパイロン 40回りの回転は、パイロンの
位置に関係なく実行され得る。ダクトプロペラが反転可能な場合には、正負 90゜だけ回転
させればよく、そうでなければ、 180゜回転可能でなければならない。
第 4A図，第 4B図，第 4C図および第 4D図を参照すると、運転中、パイロン 40は、巡航位置 40
（第 4A図）から、ドッキングまたは操縦位置 40A（第 4B図）へと、ジァッキスクリュー 60
の作動により回転される。このような操縦においては、ディーゼルエンジン 32Aおよび 39B
はクラッチ 39Aおよび 39Bの作動によりオフラインにされ、同時にターボシャフトエンジン
71がオンラインにされる。ドッキングの場合には、符号 26A（第 4C図）で示されているよ
うに、ダクトプロペラ 26を 90゜回転させ、所望に従い、下向き側方または上向き側方推力
を供給することが出来る。符号 82で示された排気がガス体 18に当たらないようになってい
ることがわかる。いずれの設計においても、パイロンの長さや回転角度は、下向きの推力
を発生させる場合、推力組立体からの排気がガス袋に当らないように充分な量でなければ
ならない。ドッキングライン（図示せず）が固定された場合は、パイロン 40をドッキング
位置 40B（第 4D図）へ上方へ回転させ、ダクトプロペラ 26が地上のドッキング装置（図示
せず）と衝突しないようになっている。注意すべきは、第１図に図示された飛行体には６
個のダクトプロペラ 26が組み込まれており、プロペラの回転位置とパイロン位置とを独立
に調整することにより、ダクトプロペラ間において相当広範囲の量の推力方向付けが可能
になることである。離陸のためには逆の手順が実行される、すなわち、ターボシャフトエ
ンジン 71がオンラインにされ、ディーゼルエンジンがオフラインにされる。離陸が完了す
ると、ターボシャフトエンジンが非作動にされ、プロペラ 64からクラッチ解除され、同時
に、ディーゼルエンジン 32Aおよび 32Bがオンラインにされ、クラッチ係合される。勿論、
離陸またはドッキングにおいて、余剰な動力が必要な場合には両エンジンをオンラインの
ままにしておいてもよい。
第８図および第９図には、全体を符号 90で示された推進装置の第２実施例が示されており
、ダクトファン 94を支持するために固定パイロン 92が使用されている。動力装置 32Aおよ
び 32Bは、貨物床 33に固定されたトランスミッション組立体（図示せず）に連結されてい
る。パイロン 92の第１の端部 96はトランスミッション組立体（第８図および第９図には図
示せず）に連結され、第２の端部 98は変速装置 100を介してダクトファン 94に連結されて
いる。変速装置は、下方に向いた推力（図示のように 45゜変速装置 100）を得るために回
転されたとき、推力組立体からの排気がガス袋を逸れるように選択された角度に回転面の
角度を変化させる。作動組立体 74に類似して、作動組立体 102がダクトファン 94を正負 180
゜、または、ダクトファン 94が反転可能なファン羽根を有するときは 90゜回転させるため
に使用される。本推進装置は、ドッキングの際、側方推力を生じさせることができる。し
かし、ドッキングした位置にあるとき、ダクトファンを上方に動かすことは不可能である
。いくらか簡単な方法で、側方推力が得られるという利点を有している。
以上、特定の実施例を参照して本発明を説明したが、実施例は単なる例示に過ぎず、当業
者が容易に考え得るような多くの変形、修正があり得ることが理解されるべきである。従
って、本発明は、添付の請求の範囲の精神と範囲とによってだけ限定されるものと解釈さ
れるべきである。
産業上の利用可能性
本発明は航空機産業に応用される。
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【 図 ３ 】 【 図 １ 】

【 図 ２ 】 【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】
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【 図 ４ Ｃ 】

【 図 ４ Ｄ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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